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(57)【要約】
【課題】空気清浄化システムを提供する。
【解決手段】本考案は、汚染物が含まれた気体を高度酸
化作用区域とオゾン除去区域とに通過させ、高度酸化作
用区域には、オゾン発生区域と光触媒区域とをさらに有
し、オゾン除去区域には、オゾン除去網を有する。その
うち、オゾン発生区域には、オゾン発生装置を有し、光
触媒区域には、二酸化チタン素子とＵＶ光源素子とを有
する。オゾン発生装置より生成されたオゾン分子と二酸
化チタン素子の二酸化チタン分子は、ＵＶ光源素子のＵ
Ｖ光源によって照射された後に、ヒドロキシルラジカル
を生成して、生成されたヒドロキシルラジカルによって
気体内の汚染物が酸化され、空気清浄化効果が達成され
る。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　汚染物が含まれた気体の通過を許容する空気清浄化システムであって、
　入口と、
　前記入口に接続していて、かつ、オゾンを発生するオゾン発生装置を有し、前記オゾン
発生装置の紫外線により、酸素分子を切断してオゾンを生成するオゾン発生区域と、前記
オゾン発生区域に接続していて、二酸化チタン素子と少なくとも一つのＵＶ光源素子とを
有し、前記オゾン発生装置のオゾン分子と前記二酸化チタン素子の二酸化チタン分子が、
前記ＵＶ光源素子のＵＶ光源によって照射された後に、ヒドロキシルラジカルを生成して
、前記気体に対して高度酸化プロセス（ａｄｖａｎｃｅｄ　ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｐｒｏ
ｃｅｓｓｅｓ）を行うようにする光触媒区域を有する高度酸化作用区域と、
　前記高度酸化作用区域に接続しており、前記光触媒区域の一側に設けられ、かつ出口に
接続しているオゾン除去網を有し、前記オゾン除去網によってオゾンの流通速度を低下さ
せ、分解されていないオゾン分子を前記ＵＶ光源素子によって切断し、酸化還元を行うオ
ゾン除去区域とを備え、
　前記気体が前記入口と前記高度酸化作用区域と前記オゾン除去区域を順番に通過させる
ように構成したことを特徴とする、
　空気清浄化システム。
【請求項２】
　前記高度酸化作用区域に内設され、かつ前記入口に接続していて、気体内の大きい粒子
の汚染物を濾過できるアルミ製金属網と、前記オゾン発生区域に設けられるプラズマイオ
ン発生装置と、をさらに備え、前記プラズマイオン発生装置から電荷が放出され、前記気
体が前記プラズマイオン発生装置を通過する場合に、前記電荷のエネルギーによって水素
正イオンと酸素負イオンを形成すると共に、発生されたプラズマイオン波により、前記気
体内の汚染物を除去することを特徴とする、請求項１記載の空気清浄化システム。
【請求項３】
　前記オゾン除去網は、活性炭素を有し、かつその厚さは少なくとも３センチメートルで
あることを特徴とする、請求項１記載の空気清浄化システム。
【請求項４】
　前記ＵＶ光源素子より出射する紫外線の波長範囲は、２８０ｎｍから１００ｎｍまでの
範囲内であることを特徴とする、請求項１記載の空気清浄化システム。
【請求項５】
　前記気体が通過する速度範囲は、０．６ｍ／ｓから３ｍ／ｓまでの範囲内であることを
特徴とする、請求項１記載の空気清浄化システム。
【請求項６】
　前記オゾン除去網と前記出口との間に設けられるファンをさらに備えることを特徴とす
る、請求項２記載の空気清浄化システム。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、空気清浄化システムに関し、光触媒装置と、オゾン装置によってヒドロキシ
ルラジカルを生成して、それによって空気中の汚染物が酸化・分解され、空気清浄化効果
を向上することができる、空気清浄化システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、オゾンは、酸素の同素体であり、細胞膜のリポ蛋白、不飽和脂肪及び細
胞外膜を破壊しまたは細胞の透過性を変化させることによって細胞の分裂を起こす。さら
に、濃度が一定程度に達すると、細胞内部の蛋白酵素が破壊されると共に、微生物の繁殖
が抑制され、ないし死滅する。このため、オゾンは空気清浄化用として広く利用されてお
り、特にオゾンの持つ殺菌効果を活かして空気の清浄・脱臭が達成される。
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【０００３】
　また、光触媒は、光化学反応の触媒であり、酸化還元力を提供する触媒である。
　よって、空気清浄化の作業に良く使用される。常用の光触媒材料としては、リン化ガリ
ウム（ＧａＰ）、ヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）、二酸化チタン（ＴｉＯ２）などが挙げられ
る。中でも、二酸化チタンが、安価にかつ簡単に入手できるため、幅広く使用されている
。
【０００４】
　中央式空気調和システムは、ビル内の空気の新陳代謝を調整する役割を担っている。し
かし、空気品質が悪くなると、ビルの空気中における細菌などの汚染物は、人間の呼吸器
に負担を与え、衰弱させる。その結果、呼吸器系の病気を発症することも稀ではない。従
って、国民の健康を保護するため、室内空気品質管制法が施行されて、室内空気品質の改
善対策が実施されている。また、製造メーカーより、数多くの異なる空気浄化技術が提供
されている。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般によく見かける浄化技術としては、オゾン、ＵＶ光源殺菌及び二酸化チタンを有す
る光触媒などの方式が挙げられる。そのうち、オゾンは、細菌の細胞膜外部のリポ蛋白を
破壊することによって微生物を殺すと共に、空気中に含まれる臭気成分と有毒化学物質を
分解することができる。しかし、実際に、純粋なオゾンの酸化能力は、従来周知されるも
のほど強くない。そのため、オゾンを直接に汚染物と接触する場合の反応速度が遅いため
、清浄化効果がほとんどないという欠点がある。
　さらに、単純なＵＶ光源による殺菌では、その原理として、ＵＶ光源は、化学物質の分
子結合を切断して化学構造を破壊することにより、空気清浄化の目的を達成することがで
きる。しかし、実際に試験を行ったところ、切断された分子結合は、より複雑な構造に重
合する可能性があるため、総揮発性有機化合物（ｔｏｔａｌ　ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｏｒｇ
ａｎｉｃ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ，ＴＶＯＣ）の測定値が本来低下するべきところが逆に上
昇してしまう。
　また、二酸化チタンを有する光触媒を単独に使用することでＴＶＯＣの濃度を低下させ
る効果があるが、空気調和設備が実際に運転する風速範囲において、その分解効率はまだ
十分とは言えない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本考案の考案者は、前述公知技術の不足点に鑑み、鋭意検討した結果、本考案
の空気清浄化システムを考案した。
【０００７】
　本考案の主な目的は、安定した速度で空気中の汚染物を分解し、かつより良い空気清浄
化能力を有する、空気清浄化システムを提供することにある。
【０００８】
　本考案の目的を達成するため、本考案の考案者は、汚染物が含まれた気体の通過を許容
する空気清浄化システムを提案し、そのうち、前記気体が下記の入口、高度酸化作用区域
、オゾン除去区域等の区域を順番に通過させるようにする。
　高度酸化作用区域は、入口に接続していて、かつオゾンを発生するオゾン発生装置を有
し、前記オゾン発生装置の紫外線により、酸素分子を切断してオゾンを生成するオゾン発
生区域と、前記オゾン発生区域に接続していて、二酸化チタン素子と少なくとも一つのＵ
Ｖ光源素子とを有し、前記オゾン発生装置のオゾン分子と前記二酸化チタン素子の二酸化
チタン分子が、前記ＵＶ光源素子のＵＶ光源によって照射された後に、ヒドロキシルラジ
カルを生成して、前記気体に対して高度酸化プロセス（ａｄｖａｎｃｅｄ　ｏｘｉｄａｔ
ｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ）を行うようにする光触媒区域と、を有する。
　オゾン除去区域は、前記高度酸化作用区域に接続しており、前記光触媒区域の一側に設
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けられ、かつ出口に接続しているオゾン除去網を有し、前記オゾン除去網によってオゾン
の流通速度を低下させ、分解されていないオゾン分子を前記ＵＶ光源素子によって切断し
、酸化還元を行う。上述において、前記オゾン除去網は、活性炭素を有し、かつその厚さ
は少なくとも３センチメートルである。前記ＵＶ光源素子より出射する紫外線の波長範囲
は、２８０ｎｍから１００ｎｍまでの範囲内である。
【０００９】
　また、本考案の空気清浄化システムは、前記高度酸化作用区域に内設され、かつ前記入
口に接続していて、気体内の大きい粒子の汚染物を濾過できるアルミ製金属網と、前記オ
ゾン発生区域に設けられるプラズマイオン発生装置と、前記オゾン除去網と前記出口との
間に設けられるファンと、をさらに備え、前記プラズマイオン発生装置から電荷が放出さ
れ、前記気体が前記プラズマイオン発生装置を通過させる場合に、前記電荷のエネルギー
によって水素正イオンと酸素負イオンを形成すると共に、発生されたプラズマイオン波に
より、前記気体内の汚染物を除去する。また、前記気体が通過する速度範囲は、０．６ｍ
／ｓから３ｍ／ｓまでの範囲内である。
【考案の効果】
【００１０】
　後述する実験より、本考案の空気清浄化システムは高濃度において、活性炭素のように
高速吸着はできないが、反応速度は安定しており、かつ室内空気品質の法基準を達成でき
るため、他の技術に比べて、本考案の空気清浄化システムはより良い空気清浄化能力を有
する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本考案に係る実施例１の空気清浄化システムのブロック図である。
【図２】本考案に係る実施例１の空気清浄化システムをハウジング内部に取り付ける態様
図である。
【図３Ａ】本考案に係る風速と効率との関係を示す実験図である。
【図３Ｂ】本考案に係る風速と効率との関係を示す実験図である。
【図３Ｃ】本考案に係る風速と効率との関係を示す実験図である。
【図３Ｄ】本考案に係る風速と効率との関係を示す実験図である。
【図４】アセトアルデヒドの分解に波長２５４ｎｍの紫外線灯管を単独に使用した測定結
果を示す図である。
【図５】アセトアルデヒドの分解にオゾンを単独に使用した測定結果を示す図である。
【図６】アセトアルデヒドの分解に光触媒技術を単独に使用した測定結果を示す図である
。
【図７】アセトアルデヒドの分解にプラズマバーを単独に使用した測定結果を示す図であ
る。
【図８】アセトアルデヒドの分解に活性炭素を単独に使用した測定結果を示す図である。
【図９】アセトアルデヒドの分解に本考案の空気清浄化システムを使用した測定結果を示
す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１２】
　本考案の空気清浄化システムをより完全に理解するために、以下、本考案の好適な実施
例について添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１３】
　まず、本考案に係る実施例１について説明する。図１と図２は、それぞれ、本考案に係
る実施例１の空気清浄化システムのブロック図と、本考案に係る実施例１の空気清浄化シ
ステムをハウジング内部に取り付ける態様図である。
　これらの図を参照する。汚染物が含まれた気体の通過を許容する空気清浄化システムに
おいて、前記気体が下記の入口２１、高度酸化作用区域１０（オゾン発生区域１１と光触
媒区域１２を含む）、及びオゾン除去区域１３等の区域を順番に通過させるようにする。
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入口２１と、前記入口２１に接続していて、かつオゾンを発生するオゾン発生装置１１１
を有し、前記オゾン発生装置１１１の紫外線により、酸素分子を切断してオゾンを生成す
るオゾン発生区域１１と、前記オゾン発生区域１１に接続していて、二酸化チタン素子１
２１と少なくとも一つのＵＶ光源素子１２２と、を有し、前記オゾン発生装置１１１のオ
ゾン分子と前記二酸化チタン素子１２１の二酸化チタン分子が、前期ＵＶ光源素子１２２
のＵＶ光源によって照射された後に、ヒドロキシルラジカルを生成して、前記気体に対し
て高度酸化プロセス（ａｄｖａｎｃｅｄ　ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ）を
行うようにする光触媒区域１２と、を有する高度酸化作用区域１０と、前記高度酸化作用
区域１０に接続しており、前記光触媒区域１２の一側に設けられ、かつ出口２２に接続し
ているオゾン除去網１３１を有し、前記オゾン除去網１３１によってオゾンの流通速度を
低下させ、分解されていないオゾン分子を前記ＵＶ光源素子１２２によって切断し、酸化
還元を行うオゾン除去区域１３と、を備えるように構成される。
　上述において、前記オゾン除去網１３１は、活性炭素を有し、かつその厚さは少なくと
も３センチメートルである。前記ＵＶ光源素子１２２より出射する紫外線波長の範囲は、
２８０ｎｍから１００ｎｍまでの範囲内である。
【００１４】
　さらに、本考案の空気清浄化システムは、前記高度酸化作用区域１０に内設され、かつ
前記入口２１に接続していて、気体内の大きい粒子の汚染物を濾過でき、大型異物を濾過
するためのアルミ製金属網１１２と、前記オゾン発生区域１１に設けられるプラズマイオ
ン発生装置１１３と、前記オゾン除去網１３１と前記出口２２との間に設けられるファン
１４と、をさらに備える。
　前記プラズマイオン発生装置１１３から電荷が放出され、前記気体が前記プラズマイオ
ン発生装置１１３を通過する場合に、前記電荷のエネルギーによって水素正イオンと酸素
負イオンを形成すると共に、発生されたプラズマイオン波により、前記気体内の汚染物を
除去する。
　そのうち、前記ファン１４の風速は、０．６ｍ／ｓから３ｍ／ｓまでの範囲内である。
本考案にファンを設置する目的としては、気体が通過する速度を制御することにある。た
だし、これは本考案の一実施態様にすぎず、本考案の実用新案登録請求の範囲を制限する
ものではない。気体が、大部分の空気調和システムに接続するパイプラインにおいて、い
ずれもすでに所定の流動速度を有する。そのため、気体の流動は、必ずしもファンに頼る
わけではなく、気体が通過する速度範囲が、０．６ｍ／ｓから３ｍ／ｓまでの範囲内であ
れば、本考案は酸化還元を効率よく行うことができる。
【００１５】
　本考案において、前記オゾン発生装置１１１より発生するオゾンが、光触媒区域１２に
到達した後、ＵＶ光源素子１２２が出射する紫外線がエネルギーを提供し、触媒はオゾン
と反応すると、従来の光触媒技術に比べてはるかに多いヒドロキシルラジカル（Ｈｙｄｒ
ｏｘｙｌ　Ｒａｄｉｃａｌ）が生成される。
　ヒドロキシルラジカルによる有機化合物の分解効率は、一般的なオゾンの１０９～１０
１０倍に達し、より強い酸化破壊能力を有する。よって、本考案において、オゾン発生の
主な目的は、ヒドロキシルラジカルを生成して、高度酸化プロセス（Ａｄｖａｎｃｅｄ　
Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ，　ＡＯＰｓ）を行い、自由基の強酸化力を利
用して対象物である汚染物または中間生成物を破壊し、汚染物を二酸化炭素と水に分解な
いし完全鉱化させるようにすることにより、空気清浄化の目的を達成する。
【００１６】
　前述した技術は、空気清浄化の目的を効率的に達成することができるが、前述した技術
のみでは、この技術を室内空間に適用することはできないのが実情である。
　オゾン発生装置１１１より発生するオゾンが十分に利用されないため、入口２２から室
内空間に流入し、オゾンが急速に蓄積されてしまう。環境保護署（ＥＰＡ）による室内空
気品質の推奨値は、室内で許容できるオゾン濃度は、場所によって異なるように０．０３
～０．０５ｐｐｍであるため、本考案は、光触媒区域１２の後側にオゾン除去網１３１を
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設けて、反応されていないオゾンを中和し、高度酸化プロセスの室内適用を可能にする。
【００１７】
　引き続き、図３Ａないし３Ｄは、それぞれ、本考案に係る風速と効率との関係を示す実
験図である。これらの図を参照して説明する。本考案の配置は、特定の関連した運転パラ
メーターに合致しなければ、効率を最適化した状態までに発揮することができない。図３
Ａに示すように、光触媒による高度酸化プロセスの単位空気の分解効率は、風速が低いほ
ど、反応効率が高くなり、性能も高くなる。しかし、室内空間に実際に適用する清浄化効
果は、一回の分解効率によるものではなく、室内の総分解量によるものと考えられる。
　また、室内の総分解量は、単位空気の分解効率と循環風量に関係する。図３Ｂに示すよ
うに、良好な状態にある総分解量に対応する一つの風速範囲が存在する。同様に、オゾン
の発生量には類似した状況もある。図３Ｃに示すように、風速が速いほど、単位空気の発
生するオゾンの量が高くなり、循環風量を加乗すると、総分解量に類似した状況がある。
　オゾン除去網１３１の効率は、風速が速いほど、効率が低下されるため、システム全体
としては、風速の増加につれてオゾン漏れの破過点（Ｂｒｅａｋ　Ｔｈｒｏｕｔｈ　Ｐｏ
ｉｎｔ）が現れることが分かる。図３Ｄに示すように、漏れが始まると、室内環境にオゾ
ンが蓄積し始める。よって、オゾン除去網１３１は、オゾン漏れの破過点の風速を最適な
総分解性能の風速範囲以上にする必要がある。
【００１８】
　前述の理由から、本考案の好ましい実施範囲として、前記ファン１４の風速は、０．６
　ｍ／ｓｅｃ　～　３　ｍ／ｓｅｃの範囲とし、オゾン除去網１３１の厚さは、３ｃｍ以
上にすることが好ましい。
【００１９】
　本考案において、オゾン除去網１３１は、活性炭素を除去装置のベースとすることがで
きる。しかし、単純に活性炭素を使用するほか、例えば、活性炭素表面にアルカリ処理、
酸化マンガン系触媒による改質またはその他のオゾン還元触媒による改質などのように、
オゾン除去の効果を向上するために、活性炭素の表面に特殊処理を施して改質することが
できる。
【００２０】
　本考案の効果を検証するために、考案者は以下の試験を実施した。
【００２１】
　（実験方法）
　考案者により６種類の実験を行った。アセトアルデヒド気体を汚染気体とし、１０ｐｐ
ｍのアセトアルデヒド気体を密閉箱体に注入した後、それぞれ紫外線灯管による照射、オ
ゾン注入、光触媒、プラズマバー、活性炭素及び本考案の空気清浄化システムなどの方式
を用いて密閉箱体の内部のアセトアルデヒド気体を除去し、かつ光イオン化検出器（ｐｈ
ｏｔｏｉｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ，ＰＩＤ）で測定値を読み取る。
　それぞれ、実験１は紫外線灯管による照射、実験２はオゾン注入、実験３は光触媒技術
、実験４はプラズマバー、実験５は純活性炭素、そして、実験６は、本考案の空気浄化シ
ステム、を使用して行った。
【００２２】
　（実験１）
　図４は、アセトアルデヒドの分解に波長２５４ｎｍの紫外線灯管を単独に使用した測定
結果を示す図である。この図は、実験１において、密閉箱体の内部のアセトアルデヒド気
体に波長２５４ｎｍの紫外線を照射して実験を行った結果を示し、縦軸はＴＶＯＣの読み
取り値、横軸は時間を表し、時間の単位は時間である。
　公知技術において、紫外線で照射することによって微生物の細胞核の遺伝物質ＤＮＡか
ら塩基の二量体構造が形成され、その二重らせん構造が破壊されて繁殖成長させないよう
になっている。しかし、実験１の図から分かるように、ＴＶＯＣの読み取り値は、紫外線
で照射した後に、それによるＴＶＯＣの上昇を示している。その原因は、紫外線には、結
合を切断するエネルギーがあるものの、汚染物が切断された後、さらに大きい分子に再重
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合され、読み取り値が上昇してしまう。この点から、汚染物に対して紫外線灯管を単独に
使用して照射しても空気中の汚染物を減少させることはできないことが分かる。
【００２３】
　（実験２）
　図５は、アセトアルデヒドの分解にオゾンを単独に使用した測定結果を示す図である。
この図は、実験２において、２０ｐｐｍのオゾンを密閉箱体の内部に注入して実験を行っ
た結果を示し、縦軸はＴＶＯＣの読み取り値、横軸は時間を表し、時間の単位は時間であ
る。実験２に係る図から、オゾンでは空気中の汚染物を減少することはできないことが分
かる。
【００２４】
　（実験３）
　図６は、アセトアルデヒドの分解に光触媒技術を単独に使用した測定結果を示す図であ
る。実験１と実験２に比べて、光触媒技術では、空気中の化学物質を分解することは確実
にできるが、分解の効率性は依然として一段低いので、実際に使用しても効果が現れなか
った。
【００２５】
　（実験４）
　図７は、アセトアルデヒドの分解にプラズマバーを単独に使用した測定結果を示す図で
ある。この図は、実験４において、イオンの個数が少なくとも１，２３６，０００個／ｃ
ｃ以上であるイオン化気体を発生するプラズマバーを密閉箱体の内部に取り付けて実験を
行った結果を示し、縦軸はＴＶＯＣの読み取り値、横軸は時間を表し、時間の単位は時間
である。
　実験４に係る図から分かるように、その曲線は、実験２に類似したもので、プラズマは
誘電体の放電によりオゾンを発生する働きしかしないもので、プラズマを用いて付加的な
分解効果を生じることができないと推測されるため、プラズマバーは、空気中の汚染物を
効率よく減少することができない。
【００２６】
　（実験５）
　図８は、アセトアルデヒドの分解に活性炭素を使用した測定結果を示す図である。この
図において、縦軸はＴＶＯＣの読み取り値、横軸は時間を表し、時間の単位は時間である
。実験５に係る図から分かるように、ＴＶＯＣの濃度がより高くなるときに、吸着力濃度
が強くなるが、濃度が６ｐｐｍ以下に下がると、吸着力が劣化し、室内空気品質の推奨値
は、３ｐｐｍであることから、活性炭素を単独に使用することでは空気中の汚染物を規定
基準までに低下させることができない。
【００２７】
　（実験６）
　図９は、アセトアルデヒドの分解に本考案の空気清浄化システムを単独に使用した測定
結果を示す図である。この図において、縦軸はＴＶＯＣの読み取り値、横軸は時間を表し
、時間の単位は時間である。実験６に係る図から分かるように、ＴＶＯＣの読み取り値が
、実験を開始すると、急速に低下するようになり、３０分もたたないうち、ＴＶＯＣの読
み取り値が最小値までに下げられ、上記の５つの実験に比べて、本考案の空気清浄化シス
テムを適用すれば、アセトアルデヒドを効率よく分解することができる。すなわち、本考
案の空気清浄化システムによれば、空気中の汚染物を効率よく減少できることが確認され
た。
【００２８】
　つまり、一般市販のプラズマバー及びオゾンによる空気清浄化の効果は良くないばかり
でなく、オゾン濃度が高すぎて健康に支障をきたすおそれがある。紫外線灯管は、結合を
切断する能力があるものの、結合が切断された汚染物の分子が、さらに大きい分子に再結
合されため、紫外線灯管による空気中の化学物質の分解には、なお疑問が残っている。光
触媒を単独に使用することで空気中の化学物質を分解できるが、その効率性は十分とは言
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えない。活性炭素は、空気中の汚染物を吸着できるが、物理吸着効果が限られており、６
ｐｐｍに達すると、吸着力が著しく減殺される。そのため、工場などの汚染物濃度の高い
環境のみに適用される。
　以上に説明する実験より、本考案の空気清浄化システムは、高濃度の時に、活性炭素の
ように高速吸着することができないが、反応速度が安定しており、かつ室内空気品質の規
定基準を満たすことができることから、他の技術に比べて、本考案の空気清浄化システム
は、より良い空気清浄化の能力を有することは自明である。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　　高度酸化作用区域
　１１　　オゾン発生区域
　１１１　オゾン発生装置
　１１２　アルミ製金属網
　１１３　プラズマイオン発生装置
　１２　　光触媒区域
　１２１　二酸化チタン素子
　１２２　ＵＶ光源素子
　１３　　オゾン除去区域
　１３１　オゾン除去網
　１４　　ファン
　２１　　入口
　２２　　出口

【図１】 【図２】
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